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速報 令和5年度（2023年度）税制改正解説

法人課税 先端設備等導入計画に基づく固定資産税減免制度の見直し

1 ．改正の概要

2 ．実務上の留意点

3 ．今後の注目点

中小企業者等が先端設備等導入計画に基づいて設備投資を行った場合の固定資産税の優遇措置について、

現行制度を廃止し、適用要件や優遇内容を見直した新制度を設ける。

現行制度 新制度

対象企業 中小事業者等※（資本金額1億円以下の法人） 同左

適用要件
設備の取得前に先端設備等導入計画の
認定を受けて取得すること

同左
（投資利益率が年平均5%以上の投資計画に限る）

対象設備・
金額要件等

機械装置 1台160万円以上 同左

器具備品 1台30万円以上 同左

建物附属設備 1台60万円以上 同左

工具 1台30万円以上 同左

事業用家屋
取得価額の合計額が300万円以上の
先端設備等とともに導入されたもの

適用対象外

構築物 1基120万円以上 適用対象外

固定資産税の減免割合 3年間最大100%
3年間（注） 50%

（注）一定の要件を満たす場合、4年間又は5年間

適用期限
2023（令和5）年3月31日までの間に
取得した資産に適用される

2025（令和7）年3月31日までの間に
取得した資産に適用される

対象資産については、投資利益率が5%以上となる計画に記載されたもの、という条件が加わっている。

※同一の大規模法人が発行済株式等の2分の1以上を所有している会社、2以上の大規模法人が発行済株式等の3分の2以上を所有している会社を除く。

新制度における対象設備について、工業会証明書の発行の要否。

中小企業向け


